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会  議  録 

会議の名称 第３４回小金井市公立保育園運営協議会次第 

事 務 局 子ども家庭部保育課 

開 催 日 時  平成２９年 １月２１日（土）午後３時３０分～５時４０分 

開 催 場 所 市役所第二庁舎８０１会議室 

出 

席 

者 

五 

園 

連 

萩原 佐和 委員（くりのみ保育園）        

石倉 秀一 委員（わかたけ保育園）        

内田 明美 委員（小金井保育園）         

長澤 麻紀 委員（小金井保育園）         

石澤 和絵 委員（さくら保育園）         

本間 義顕 委員（さくら保育園）         

大井 優子 委員（けやき保育園）         

角田 真理 委員（けやき保育園）         

市 

河野 律子 委員（子ども家庭部長）        

鈴木 遵矢 委員（子ども家庭部保育課長）     

菅野 佳高 委員（子ども家庭部保育政策担当課長） 

前島 美和 委員（くりのみ保育園園長）      

杉山 久子 委員（わかたけ保育園園長）      

小方 久美 委員（小金井保育園園長）       

福野 敬子 委員（さくら保育園園長）       

海野 仁子 委員（けやき保育園園長）       

欠 
席 

者 
五
園
連 

東海林一基 委員（くりのみ保育園）        

細部真佐子 委員（わかたけ保育園）        

傍聴の可否 可 ・ 一部不可 ・ 不可 

傍 聴 者 数 １１人 

会 議 次 第 

１ 開会 

２ 議事 

 ⑴ 第３３回会議録の確認について 

 ⑵ 保育業務の総合的な見直しについて 

 ⑶ 公立保育園の運営に関するアンケート 

 ⑷ 当面の課題について 

 ⑸ 次回日程の確認 

 ⑹ その他 

発言内容・ 

発言者名（主な
別紙のとおり 
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発言要旨） 

会議結果 

１ 開会 

２ 議事 

 ⑴ 第３３回会議録の確認について 

   第３３回会議録の確認を行い、公開することとした。 

 ⑵ 保育業務の総合的な見直しについて 

   資料１５０、資料１５２及び資料１５２を説明の後、 

  質疑を行った。 

 ⑶ 公立保育園の運営に関するアンケート 

   自由記述の中から概要版に記載すべきコメントを選 

  び、２月２０日までに事務局に提出することとした。 

 ⑷ 当面の課題について 

   資料１５３を説明の後、質疑を行った。 

 ⑸ 次回日程の確認 

  平成２９年３月１１日（土）１５時３０分から開催す 

  ることとした。 

 ⑹ その他 

提 出 資 料 

⑴ 今後の小金井市保育行政の在り方に関する意見～ 

  小金井市保育兼当協議会報告～市への指摘・要望事項 

  （抜粋）（資料１５０） 

 ⑵ 保育業務の総合的な見直しに関する覚書（資料１５１） 

 ⑶ 「今後の保育サービスに関する基本方針（案）」ついて 

   （資料１５２） 

 ⑷ 職員の募集配置状況（資料１５３） 

そ の 他 なし 
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第 34回小金井市公立保育園運営協議会 会議録 

平成29年１月21日 

 

 

開  会 

○河野委員長  ただいまから、小金井市公立保育園の運営協議会の会議を開会したいと思います。 

        それでは、２の議事に従って進行をいたします 

        初めに、議事⑴第３３回会議録の確認についてを議題といたします。 

        先ほど、私のほうから、校正があった部分を反映させたものを配付させていただいて

いるので、報告させていただいております。このお配りした内容で決定することに、ご

異議はございませんでしょうか。 

○本間委員   さくら保育園の本間です。 

        すみません。前回はお休みさせていただいてしまったということで、大変申しわけご

ざいませんでした。 

        この会議録なんですけれども、形式的なところではないんですが、ちょっと内容面で

ささいなことなんですけど、幾つかご質問があるんですけれども、こちらはご質問させ

ていただくのはよろしいでしょうか。 

○河野委員長  はい。会議録の内容についてということで、内容の変更も含めてということでしょう

か。 

○本間委員   変更は含まなくて、ただの質問になります。 

○河野委員長  はい、じゃあ、まずこの内容でいいかどうかを確認させていただいてよろしいでしょ

うか、その後で。 

○本間委員   わかりました。 

○河野委員長  この反映させたものについて、さらなる修正をというようなご意見はございますか。

よろしいでしょうか。 

        では、この内容で、会議録については確定ということで決めさせていただきたいと思

います。 

        次に、内容についてのご質問を、どうぞ。 

○本間委員   すみません、ありがとうございます。 

        じゃあ、ちょっと私の手元で５点ほどご質問させていただきたいと思います。 
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        まず、１点目なんですけれども、会議録の関係につきまして、１０ページですかね、

というところには、保育課長の方の答弁というところで、「職員団体との協議で出した

資料は運営協議会のほうでも出してほしいというご要望をいただいているから出してい

る資料となります」ということで、これは、今まで運営協議会の中では、職員団体との

協議の資料をそのまま出してきていますよというようなご答弁されているかと思います。 

        同じく１４ページのほうでは、こちらは委員長のほうから、下段のほうになりますが、

やはり資料の出し方として、「職員団体との協議に合わせて提出している資料をそのま

まお出ししている」というようなご発言をいただいているかと思います。 

        これは、委員のほうから、保護者向けの資料ではないのでわかりにくいんではないか

という指摘があったところについて、そのようにご答弁されているかと思いますが、こ

ちらはそのまま、確かにおっしゃるとおりかなと思っています。 

        これを解釈しますと、したがって、これまでいただいてきたのは、職員団体との協議

のあくまで経過報告だと思っておりまして、言い方を変えれば、資料を開示して、それ

について付随して、この資料はこういう資料なんですよというような説明をいただいて

いたものと思われます。 

        そうだとすると、当時、職員団体の皆様との協議というのと、ただ保護者の方向けと

いうのだと、やはり趣旨等が異なってくると思っています。極端な話、職員組合のほう

というのは、やはり組合ですから、職員の給与であったり雇用というのが、まず最優先

のことになるかと思っています。一方で、保護者というのは、当然ながら雇用というよ

りはサービス、保育の質等ところが第一という形になりますので、当然趣旨が異なるの

かなあと思っています。その異なる両者に対して説明をするというところで言うと、少

なくとも協議といった説明を行ってきている点においては、説明資料というのはやはり

異なってくるのかなと思っております。 

        そういう点でいきますと、今まで、この運営協議会にいろいろと資料は開示いただき

ましたけれども、その運営方式の見直しについていただいたご説明というのは、対保護

者という観点では特に提案等もされてないし、そういう意味での協議というのは一切行

ってきていないと、そういう認識でおりますけれども、そこで認識の相違はないかとい

うところを、ちょっと伺いさせていただきたいと思います。 

        ２点目なんですけれども、議事録の３４ページなんですけれども、こちらも保育課長

のほうから、今後つくっていく運営方針の見直しについてのガイドラインというところ
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について、「子ども・子育て会議の意見を聞いてつくっていく」というお話をされてい

るかと思います。いわば、これは運営方式の見直しの総論が決まった後の各論のところ

については、子ども・子育て会議の場で議論をしていきたいという趣旨かと解釈してい

いんですけれども、だとすると、総論の部分ですね。民営化をするのかどうかとか、あ

とは何園にするのかどうかとか、そういうところについては、特段説明をするという予

定はないというふうに認識をしているところであります。 

        一方で、例えば昨日の行政改革委員会のところでも、諮問機関でないからというので

はなくて、市の方針をきっちりと説明していくべきではないかというような委員からの

指摘もあったかと思っております。 

        私としては、こちら側のそのままおっしゃるとおりだと思っていまして、保護者向け

にきちんと説明をしていくべきではないのかなと思っています。ただ、このような、議

事録にもあるとおり、説明会とか、あるいは保護者向けの総論に関しての提案というも

のは、していくつもりはないというようなご発言なのかなと思っていますので、いまい

ちど、その認識をただしたいと思います。 

        やはり、この運営方式の見直しというのを、するかどうか、あるいは何園にするのか

どうかというようなところについては、今後も一切、こちらはもう市で決定した事項で

あるので、保護者と協議をするつもりは特にないし、意見を取り入れてくるつもりもな

いというような理解で、合っているのかどうかというところをお伺いしたいと思います。 

        続いて３点目なんですけれども、議事録で言いますと１０ページ目のところになりま

す。 

        また、質問への、課長のほうからご説明をいただいているところなんですけれども、

市のほうでは、「今後、民設民営を経て、職員をより有効に活用していきたい」という

ようなことが語っていただいております。この、「職員をより有効に活用していきた

い」というところが、ちょっと意味が不明瞭だったので、こちらについてご説明をいた

だきたいなと思うところが、３点目です。 

        例えば、職員を有効に活用するということであれば、私が解釈すると、民設民営をし

たから正規職員が余るので、それを有効に活用していきたいという趣旨なのかなと思う

んのですけれども、それは、例えば今現状、例えば事務職の職員が足りないからこちら

に回したいとか、そういうところも含まれるのかというようなところについて、ぜひ見

解を伺いたいと思っています。 
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        ４点目なんですけれども、２１ページぐらいのところになります。こちらの中で、今

日お休みてすけれども、東海林委員長答申含めて、任期なしの正規職員を今後の採用す

る予定がないのかというような議論のところになります。 

        こちらについて、やはり市としては、特段任期なしの正規職員を採用するのはしてい

かないよと、あくまで欠員については任期つきの職員にて対応するよ、というようなこ

とをおっしゃっていただいているのかなと思います。これは基本方針にも書いてあると

ころかと思います。 

        過去、人事の採用計画という考え方は、別に官でも民でも特に変わりはないのかと思

っていまして、今後の事業をどうしていくのか、あるいは職員や年齢の構成等が偏らな

いようにどうするのかという、長期的な視野に基づいて行われるものだと思っています。 

        一方で、現状では、例えばもし民営化をするのかどうかとか、あとは何園民営化をす

るのかとか、そういうところの議論というのが深まっていないのかなというふうに、私

は認識しております。もしもそうなんだとすれば、長期的な人事計画というのがちょっ

と立てられないんじゃないかなと思っています。 

        ただし、一方で、基本方針にも書いてあるとおり、正規の任期なしの正規職員の採用

は今後も行わないし、現状、今既に行われていないという事情がありますので、市とし

てはこの人数で足りるんだと、あるいは小金井市の公立の保育の質を継承していくため

には、特に問題がないんだというふうに、計画を立てた上で実施しているものだと思っ

ています。 

        だとすると、民営化云々の話を、決まっていなくても、特に、例えば今もう現状では

決まっていないんだから、公立の保育園が５園残るという選択肢もゼロではないんだと

思っていて、もしそうなった場合にも特に欠員は生じないんだと。小金井の保育士の体

制は特に問題ないんだというふうに市は認識した上で、こういう採用計画をとっている

んだと思っておりますので、そういうところが裏づけられるような資料の提出を求めた

いと思っています。 

        ５番目なんですけれども、これはちょっと本当に事務的なところになりますが、今回

こちらにお示しいただいている議事録というのは、今日こちらの場で確定した後には、

速やかにホームページのほうに掲載をいただけるものと思っていますけれども、そのホ

ームページへの掲載はいつごろになるのかというようなところを、ちょっとお伺いをさ

せていただきたいと思います。 
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        すみません。以上５点になります。よろしくお願いいたします。 

○保育課長   まず、すみません。ご質問、ご提案いただきました大きな５点ですね。まず、今まで

の運協の中で、民営化について、保護者の方への提案しているか、してないかという認

識を、まずおっしゃりたいのかなというふうに思います。 

        今までの運協の中で、保育所の総合的見直し、それから今回９月に基本方針という形

で保護者の方にお示ししているところですけれども、こちらにつきましては、職員団体

のほうに提案した資料をそのまま出しているということで、保護者の方に民営化の提案

を、いかがでしょうかという形で提案しているという認識ではございません。 

        それから、ガイドラインの部分で、何園とか、どのような運営方式になるかという部

分であって、保護者向けに総論、民営化するのかしないのかを含めた総論といいますか、

そういう部分の説明をしないのかというご質問でよろしかったでしょうか。 

○本間委員   そうですね。そのものについて、今日説明とかというのをする予定があるのかどうか

を、お伺いしたいと思っています。 

○保育課長   まず、職員団体のほうには、大きく先ほどお話をした基本の方針という形で、市の考

え方を示しました。保護者の方に対しましても、今回運協の中での情報提供としてお知

らせしているところですけれども、大きな総論といいますか、方針についてはもうちょ

っと、詳細なものを、一定の時期にお示ししたいというふうに考えています。 

        現在、職員団体のほうとは、後ほど資料のほうを説明させていただきますけれども、

覚書を交わしております。大筋での覚書を交わしております。それに基づいて、現在、

今まだ協議計画しておりますので、そういう進捗もあわせて状況についてはお知らせし

ていければというふうには思っておりますが、大きな方針については、別途、職員団体

にそれをお示ししますし、運協の場でも示していきたいというふうに考えています。 

        それから、職員の有効活用という部分でご質問いただきました。本間さんからご質問

いただいたように、民営化等によって、例えば１年あるいは複数年、運営方式が変わっ

たときには、その職員については、現在ある既存の、現在といいますか残る園への異動

であったり、場合によっては、本人の希望により任用がえなどもあり得るというふうに

考えてございます。ただ、そこにつきましては、労働条件の変更という部分がございま

すので、職員団体のほうと丁寧な議論が必要というふうに考えています。 

        それから、事務職にというお話もありましたけども、今言ったように任用がえの中で、

例えば保育士さんの中で事務職をやりたいというお話があったら、そういう可能性も全
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く否定できないとは考えておりますが、基本的には本人の合意によるものというふうに

考えています。 

        それから、職員の採用の関係でご質問をいただきました。方針の中では、正規職員の

採用はしないというような形で記載がございます。これが未来永劫、一切正規の職員を

採らないのかというと、そういう意図ではないというふうに私は思っています。一定の

将来的な公立保育園のあり方が、職員団体とも合意をして確定した際には、先ほどお話

があったように、公立保育園が残っていく形での職員配置というのは、検討していく必

要があるというふうに考えてございます。 

        それから、あと人数、現状の人数で足りているのかというご質問をいただいておりま

すが、非常に現在の職員体制については厳しい状況があるというのは、現場からも我々

聞いておりますし、そのように認識しており、人事当局のほうにも伝えているという状

況がございます。 

        それから、議事録の掲載はいつごろかというご質問でございます。すみません、本当

にいつもいつも後手後手になって遅くなっちゃっていて申しわけないんですけれども、

今回の３３回につきましては、来週中ぐらいには上げたいと思っております。 

        大体ご質問に答えましたかね。何か漏れていますかね。また、あれでしたらどうぞ。 

○本間委員   さくら保育園の本間です。 

        すみません、引き続きで申しわけございません。今いただいたご回答について、重ね

てちょっと質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

        まず、１点目、現状の保護者への説明ということで、今、今までこちらの運営協議会

の中で説明はしてきたけれども、特に協議というわけではないよというようなところな

のかなと思ったんですけれども、１２月に議会の厚生文教委員会のほうでも、課長のほ

うで、民営化も含めてなんですけど、運営方式の変更等について協議をすること自体と

いうのは、特に問題ないとは思っていますよと。ただ、協議をするかどうかは、各委員

の意見を伺って進めたいよ、というようなご答弁をされていたかと思います。 

        一方で、今までの、９月、例えば基本方針が出てから、この運営協議会の場では、民

営化等について協議をするかどうかというようなところが諮られたことは、特になかっ

たかと思っております。 

        これについてなんですけれども、では、いつごろそういう提案をされるのかどうかと

いうところについて、お伺いをしたいと思っています。あるいは、そもそもそういうつ
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もりはないよということであれば、その旨ご答弁いただきたいと思います。 

        ２点目なんですけども、これも関連をしてしまうんですけれども、今後の保護者向け

の説明や協議についてというところなんですけど、今ご発言の中で、別途保護者向けの

説明等については、職員組合との合意が一定の方向が取れた段階で、別途場を設けます

よというようなご発言があったかと思います。 

        それについて、運営協議会についてもということをおっしゃっていただいたんですけ

れども、この運営方式の見直しについて、市が保護者と話し合う場というのは、運営協

議会であるというような旨で認識が合っているかどうかというところと、もしそうであ

るとすれば、どのようなスケジュールで進めていこうとしているのかというところにつ

いて、お伺いをしたいと思います。 

        ３点目なんですけれども、職員の有効活用についてなんですけれども、もしも万が一、

民営化を進めた場合には、残る園に対して職員の配置がえ等も行いますよという話をさ

れました。これは、残る園という言い方もあれなんですけれども、ほかの公立園で、今

いろいろなサービスをするのに人が足りないから、有効活用をして、職員の配置がえを

行いたいと思っているのか。そもそも全体として余ってしまうんだけれども、一旦は、

一時的にはほかの園に移しますよということなのかというところを、お伺いしたいと思

います。 

        ４点目、任期つき、あるいは任期なしの正規職員等の採用についてというところなん

ですけれども、今ご発言を伺いまして、一定の方針が決まりましたら、採用等も含め今

後検討していきたいよ、というようなご発言があったと思っています。 

        こちらについてなんですけれども、一定の方針が決まったらということですので、今

はまだ特段方針が決まっていないんだと思っています。もしそうだとすると、先ほどち

ょっとご質問させていただいたように、現状の長期的な展望を踏まえた採用というのは、

できていないんだろうなと思っています。それができない以上は、民営化等々の話がも

しあるなしにかかわらず、一旦そこの話はないものとして、採用計画等を立てるのが普

通なのかなと思っています。 

        ということで、一旦ちょっとお伺いさせていただきたいのが、では、運営方針見直し

の話等々がなかったとしても、今の職員体制で、ここ数年ですけれども、任期なしの正

規職員の採用を行っていませんけれども、そういう対応をとる予定であったというよう

なところを含め、こちらで認識が合っているかどうかをお伺いしたいと思います。 
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        ５点目の議事録のホームページへの掲載については、１２月に厚生文教委員会のほう

でも、まず資料だけでもホームページに掲載してくれというような希望が、委員のほう

から出ていたかと思いまして、今回の３３回のその点については、もう少なくとも、ま

ず資料だけでもホームページに掲載されていると思っていまして、こちらは迅速にいろ

いろご対応をいただきましてありがとうございました。今後とも、ぜひそのようにご対

応いただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

        以上で終わります。 

○保育課長   運協での協議はいつごろ、例えば民営化について運協のほうに提案するかというご質

問をいただきました。 

        まず、職員団体との協議が整っている、大筋合意はしたところですけれども、整って

いる状況ではないというのが、まず現状としてありまして、その協議が整わないうちに、

なかなか保護者の方に提案といいますか、協議の提案をするのは難しいかなというふう

に考えてございます。なので、時期については、ちょっと今この時点で明言はできませ

んが、職員団体との折衝・協議が並行しているという事情があるということをご理解い

ただきたいと思います。 

        それから、保護者向けの説明について、運営協議会だけというご質問なのかというふ

うに、今聞いていて思いましたが、保護者の説明につきましては、実施する必要がある

というふうに考えてございます。 

        それから、職員の配置について、先ほどお話をしたように、寄せるという言い方をよ

くしますけども、異動によってほかの園に移るわけですけども、そうした場合には、過

員として配置という形ではありますが、拡充していく保育サービス等について、積極的

に対応する職員として配置したいというふうに考えてございます。 

        それから、採用の計画で、採用について今回の見直しがなかった場合でも、正規職員

は採用しなかったのかというようなご質問だったかなというふうに思います。 

        仮定でなかなかお話をするのは難しいと思うんですけども、ただ、保育の総合的な見

直しというのを、２５年７月に職員団体のほうに提案をした後に、正規職員の採用はな

かったという実態がございますので、それがなければ採用されていたものかなというふ

うには、個人的には思います。ただ、申しわけないんですけど、私としては職員の必要

性については、人事当局を含めていろんなところで要望しているところですけれども、

大きな役所全体の職員の配置・採用の考え方の中で計画されているということで、ご理
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解いただきたいと思います。 

○本間委員   たびたび申しわけありません。今ご回答いただきました内容でありがとうございまし

た、いろいろと。ちょっとまた、引き続きで申しわけないんですけれども、ご質問させ

ていただきます。 

        今ご回答いただいたまず１点目なんですけれども、運営協議会への提案というのは、

職員団体との協議が整ってからというようなご発言をいただいたかと思って。 

○保育課長   提案するとすればということですよね。 

○本間委員   提案するとすればということですね。だとすると、提案しないこともあり得るんです

か。 

○保育課長   それは、皆さんとご相談させていただく場面もあるのかなというふうに思います。 

○本間委員   ですと、提案しますかあるいは協議しますかというような、市からの働きかけという

か提案というのも、特にしない可能性があるというようなことですか。 

○保育課長   基本的には、ご意見を伺うということで、提案する形になると思うんですけども、覚

書の中で、最初のほうでやった運協の中の覚書の中で、結論を出す、出さないについて

も、含みをもたせた表現になっていたかと思うんですね。なので、運協の皆さんのご意

思として、言い方はあれですけども、重たい問題について判断したくないという方もい

らっしゃるかもしれないし、あるいは積極的に判断していきたいという方もいらっしゃ

るかもしれないし、そこは運協の皆さんとご相談させていただく場面があろうかなとい

うふうには思っております。 

○本間委員   そうすると、今、私のほうでご質問したのは、そのような各委員への相談というか、

提案をこの場で話をしていきますかというのを、相談も含めてなんですけれども、市の

ほうから提案があるのかなと思って、それはじゃあいつごろになりますかというような

ご質問をさせていただいたものです。 

        具体的にもしやるとしたらというところで話をさせていただくと、先ほどご答弁いた

だいたように、職員団体との協議が整ってからというようなことは、こちらは確かに内

部の事情としてあるのかなとは理解をしております。 

        一方で、もともと基本方針としてお示ししていただいた中には、平成３２年、平成３

４年というような形で、具体的なスケジュールが切ってあったかと思います。一方で、

職員団体との協議、これがどれぐらいかかるのかというのは、ちょっとよくわからない

ところですけれども、これが整ってから初めてまた保護者側のほうにも、この運営協議
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会でになるかとは思うんですけれども、提案等をしますよということで、だから、恐ら

くそこからまたスタートして、ある程度の審議時間を設けていただけるものだろうかな

と思っています。 

        もしそうだとすると、平成３２年あるいは平成３４年というのがゴールというのは、

今仮に示していただいているだけで、職員団体との協議が整って、そして保護者ともし

やるんだとしたら、この運営協議会ができ上がったときの覚書にも、協議のスケジュー

ルというのは、各委員にも諮ったの上で、最終的にスケジュールも含めて決めていくと

いうような形で書いてあったかと思いますので、この平成３２年あるいは３４年という

スケジュールも含めて、協議が全部整った上で、また再度見直していくという理解をし

たんですけれども、そちらで認識が合っているかどうかというのを、お伺いしたいと思

います。 

        ２点目、運営協議会に限らず保護者には説明はしていかれたいということで、いろい

ろと丁寧にご説明をいただけるということで、大変ありがたいなと思っております。 

        一方で、保護者との協議というところになりますと、その窓口は運協以外に、ほかに

例えば協議会を設けてそちらの場で集中的に議論していこうというようなことを、市と

しても考えているのかどうかということについて、お伺いをしたいと思います。 

        ３点目です。職員の有効な活用というところなんですけれども、今お話があったよう

に、定員を超過した分については、保育園のサービスの拡充というところで、をしてい

きたいよというようなお話があったかと思います。これは、昨日のですか、行財政改革

委員会のところでも、部長のほうからもご発言があったと思っていますけれども、ぜひ

そこはサービスの拡充というのはぜひやっていただきたいなと思う一方で、今まで、こ

の基本方針案が出てきたときにもあったように、保護者から、あるいは検討協議会等も

含めてですけれども、ニーズの高まりというのがあるよねというようなお話がもともと

あったかとは思っています。 

        サービスの拡充をしたいというのであれば、そもそも現状として職員が足りないとい

うのが問題なのであって、民営化を都合よくしたから、職員が余ったので、サービスの

拡充ができるよねという話では、ちょっとないのかなと思います。もし、サービスの拡

充をしたいんだと思っているのであれば、そもそも人事の担当のほうに、こういうサー

ビスの拡充をしたいから、正規職員の採用をしてほしいというふうに求めるのが筋であ

って、民営化したからどうという話ではないのではないんではないかなと思いましたが、
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いかでしょうか。 

        ４点目です。これは任期なしの正規職員の採用等について、今ご発言の中で、仮に、

個人的にはというお話をされていましたが、こういう民営方式の見直しがなかったら、

職員を採用していたんではないなというようなお話もあったかと思っています。 

        職員の必要性は感じていて、求めているというような発言もあって、これは大変大事

なことかなと思っております。保護者としての認識としては、運営方式の見直しの、こ

の９月の、昨年９月の議論が出てきてからは、一旦保育課あるいは子ども家庭部として

も、特段正規職員を求めていかないという方針なのかなと思ったんですけれども、その

必要性は感じているよというお話があったのは、とても大事なことなのかと思っていま

す。 

        他方、現状、運用方式の見直しがどうなるかというところがわっていない状態ではあ

るので、もしそうだとすると、何人職員が余るのかとか、逆に足りなくなるのかという

ようなところは、現状としてはわかっていないのかなと思っています。わかっていない

のに、採用だけとりあえず見直しましょうというのは暴論だ思っていますので、やはり

市の中では、何らかの考え方があって、根拠資料に基づくこういう採用計画を立ててい

るのではないかなと、私は信じております。 

        ですので、ぜひ、その算出根拠というのが、こちらのほうにお出しいただければと思

うんですけれども、いかがでしょうか。 

        以上４点になります。 

○保育課長   まず、民営化の運営協議会に対する提案という部分で、ご質問を今いただきました。

質問として、すみません、もしかして間違っていたら申しわけないんですけど、３２年、

３４年という基本方針の中のスケジュールの部分と、こちらでの協議の関係というご質

問だったかなというふうに受けとめて。 

○本間委員   ほかの協議体を立てるのかどうかというのが、２点目だと。 

○保育課長   ２点目が運協以外に何か立てるのかというお話ですね。 

        まず、３２年、３４年という形で基本的な方針ということで、職員団体のほうとは協

議をスタートしています。本日資料でお配りしておりますが、大筋の合意の中では、期

限については入っていないところです。 

        市当局という言い方ですかね、我々、当局側、職員側という言い方をよくするんです

けども、当局側の考えとしては、３２年に民間委託、３４年から民間移譲という形で提
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案したところですけれども、合意の内容については、そういうことも含めて今後の協議

が一定あるというふうに大筋合意という言い方をしますけれども、そういう形で合意を

しております。 

        ちょっと協議スケジュールについては、なかなかここで軽々にああだこうだとちょっ

と言えない、言えないというか言いにくい部分もございますので、現在協議している段

階でございますので、そこはご理解いただければと思います。 

        それから、２点目として、運営協議会以外の何か別の組織を立ち上げて協議を行うか

というご質問ですよね。それについては、現在、運営協議会以外で特段別の組織を立ち

上げて、例えば要綱設置のまた別の委員会をつくるとか、そういうことは特段考えてご

ざいません。 

        それから、まずサービスの拡充について、質の向上・拡充が必要であるなら、正規の

職員を雇用してやるべきじゃないかというご質問だったかなというふうに思います。 

        そういう考え方も一つあろうかなというふうに、私、思います。ただ、役所全体の定

員管理の中で、なかなか正規の職員を採用していくのは難しいというのがございます。

そういう中でサービスを拡充していく方策として、人を寄せることによって、その力を

活用していきたいというのが、考え方であります。 

        それから、すみません、４問目か、算出根拠というのはどういうイメージでしょうか。 

○本間委員   先ほどご発言があったように、一定の方針が決まったらということは、今運営方式の

見直しについては一定の方針が決まっていないんだと思っています。もしそうだとする

と、採用計画を立てる上では、従前のというか、仮の話は、やはり採用というのはでき

ないと思っていますので、一旦は従前の園が残っている状態のまま過不足なくしていく

にはどうしてらいいかということで採用しているんだと思っておりますので、当然、あ

る年度になったらどれぐらい退職がいるとか、これぐらいの年齢層が今不足して、例え

ばおやめになるとか、子どもができておやめになるような職員の方もいらっしゃると思

うんので、この年齢層が足りないとか、そういうような計画がもちろんあって、その計

画というのは当然運営方式の見直しに基づいたものではなくて、従前からの計画に基づ

いているんだと思っているんですけれども、そういうものに対して、資料をお示しいた

だけないかなというようなものになります。 

        あるいは、もしも運営方式の見直しを踏まえた上での採用計画を見直して、こういう

ふうになったものを出しているんですよというようなことがあれば、その算出根拠を示
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していただきたいなというところが、ご質問になります。 

○河野委員長  運営方式を見直すという作業をさせていただいているところではあるんですけれども、

その中で、一般事務もそうなんですけれども、保育士についても、定年退職者の方が、

やはり年々すごい少ない数になっていっていると。定年にいったときには、仮に数年後

に１園、委託ないし民営化を実施するとなると、そこで正規職員をずっと雇用し続けて

いることに対して、全体的な採用、職員数のバランスからいって難しいという、採用担

当側の考えもあり、現在においては協議が、方向性が整って、どういう形でサービスの

拡充をし、どういう体制をとるというのが見えたら、正規職員の採用も計画的にやって

いけるというような状況になっていくかなと思うところです。 

        ちょっと、なかなかまだ協議継続をしている中で、恒久的なものをお示しにくい部分

はありますので、でも、年次的に職員の年齢構成でありますとか、そういうものはお出

しできるかなと思いますが、例えば公立園の役割でありますとか、サービス的な機能、

それに対しての体制をどうもっていくかというのを協議させていただきながら、見えて

くるものと考えています。 

○本間委員   ありがとうございます。すみません、大分長々とお時間を使ってしまったので、最後

ちょっとだけご質問をさせていただいて終わりにしたいと思うんですけれども。 

        まず、そもそも今幾つかご答弁をいただいた中で、まとめさせていただくと、まず保

護者への説明というようなところ、あるいは協議というところについてというのは、職

員団体との協議が整ってからということで、そのスケジュールも含めて職員団体との協

議しているし、恐らく保護者と協議するときでも、スケジュールも含めて協議をするん

だと思っています。 

        ということで、先ほどのご答弁で、今後協議をスケジュールについてもしていくもの

だよという話がありましたので、ということは、今後、協議の中でこの平成３２とか３

４というスケジュールというのは、今、仮に市は出してきていますけれども、このスケ

ジュールというのは今後変わっていくものなのかなというふうに理解をさせていただき

ました。 

        また、他の協議会を設けるものではないということでしたので、保護者との協議をも

し市が必要だと感じた場合には、運営協議会に資料等が示されるものだと思いましたの

で、そちらについては、ぜひ、保護者に、保護者はやはり保育のプロではありませんの

で、そちらの保護者のレベルも勘案した上で、ぜひわかりやすい資料等を示してご提案



 -16- 

をいただければなと思います。 

        最後、ちょっと一個だけご質問をさせていただきたいところが、今部長のほうからご

説明をいただきました、民営化をするとなると、全体の総職員を維持するのが難しいよ

という話がありましたというところで、こちらについてはなるほどと思ったところでは

あるんですけれども、一方で、何園とかというところが決まってないとすると、何園余

るかとか、そういうところは現状見えていないんだろうなと思っています。 

        例えば、思ったよりも民営化しなかったから職員が足りなくなってしまったとか、そ

ういうケースも十分あり得ると思っているんですけれども、保育士という仕事は大切な

仕事ですので、そんな一朝一夕に、今月足りなくなったから人をふやしましょうという

のができるようなものではないと思っています。 

        そういう意味で、重ねてちょっとお伺いさせていただきたいんですけれども、今市と

して、この運営方式の見直しをした場合に、例えば何人職員が余ると思っているのかと

いうような計算をした上で、特に問題がないと考えているんだというような資料は、ぜ

ひお示しいただけないかなと思います。逆に言うと、そういう資料をお示しいただけな

いと、保護者としては、自分の大切な子どもを預けているということになりますので、

ちょっと職員が足りなくなってしまいましたとか、そういうことでは済まないと思いま

すので、ぜひ、安心するための材料として、何かお示しいただけないかなと思います。 

        以上です。 

○河野委員長   １点目のスケジュール的なもの、変わっていくものというご理解ということなんで

すけれども、こちら側としては、一応目途に年度を示させていただいておりまして、た

だ、それをもって協議が整っていないのにという考えではございません。しっかり協議

も進めていきたいですし、また丁寧に説明をさせていただきたいという考えではありま

す。 

        わかりやすい資料ということなんですが、やはりどういう保育行政を、地域での子育

て支援を担っていくかという考え方も含めまして、示してまいりたいと考えているとこ

ろでございますし、で、運営協議会のほうでのご意見も参考にさせていただく場面もあ

ろうかと思いますし、保護者説明でも保護者の方の意見を伺っていくような場面もある

とは考えております。 

        また、大きな方針としてまとまりましたら、市民参加条例に基づきましてパブリッ

ク・コメント等も実施していくことになりますので、さまざまな機会でご意見を伺って
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いければと考えているところです。 

        民営化の、まだこれから何園になりますとかというのは、今後の協議も含めましてと

いうお話しになるんですけれども、やはり担う役割でありますとか機能、そこら辺を詰

めた上で、どういう体制をしていくのかということになろうかと思います。示せる時点

になりましたら、資料として作成してお示ししてまいりたいと考えています。 

○本間委員   すみません。質問、最後で言ったのに大変申しわけないんですけど、今のところで言

うと、採用の計画も含めてなんですけれども、体制のところ、計画が整ったらというお

話だったので、ちょっと現状では特に計画はなく、足りるか足りないかわからないんだ

けれども、一旦任期なしの正規職員の採用はとりあえずとめてみましたよというような

ことである、というふうに理解をしてもよろしいでしょうか。 

○河野委員長  先ほども申し上げたところですけれども、定年退職者の人数が非常に少ない中で、職

員の雇用をしていくと。地方公務員のほうは、なかなかやめるというような形にはなり

ませんで、本人の意思に合わせて定年まで勤める形になるのが本来です。それは一般事

務についても保育士の方についても同じです。 

        協議をしている中で、今後、人件費等も視野に入れて、一人雇用すると何億という形

になりますので、そこも視野に入れて、全体の行政スケジュールができたところで、採

用計画を詰めていくと。現在について、採用計画がないから正規職員の雇用をできない

ということではなくして、今後の事業の方向性、採用のも含めまして、検討をしてつく

っていくというような流れになります。 

        現状の体制についても、人員の募集状況を理事者のほうにも報告を差し上げて、体制

としてしっかり務めてまいりたいということは、部内、課内でも申し上げているところ

ではあります。 

○本間委員   ありがとうございました。 

○河野委員長   ほかにご質問ございますか。よろしいでしょうか。 

        それでは、先のほうに進めさせていただきたいと思います。 

        議事⑵の保育業務の総合的な見直しについてを議題にいたします。 

        資料が提出されておりますので、まず、課長のほうから資料説明をしたいと思います。 

○保育課長   今回、資料、まず１５０、１５１、１５２についてご説明をさせていただきます。 

        まず、最初の資料１５０、今後の小金井市の保育行政の在り方に関する意見～小金井

市保育検討協議会報告～市への指摘・要望事項（抜粋）です。 
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        本資料は、保育検討協議会から市長に提出された指摘や要望事項について、報告の項

目ごとに抜粋してまとめたものです。詳細については、資料をごらんいただきたいと思

います。 

        それから、資料１５１、先ほどちょっと触れましたけれども、保育業務の総合的な見

直しに関する覚書です。 

        本資料は、平成２８年１０月２６日に、職員団体と市長で交わした覚書となります。 

        覚書を交わすに当たりまして、９月６日に方針を示し、それ以降、９月２８日、１０

月１８日、１１月１日、１１月１４日、１２月５日、１２月１３日、１２月２６日と、

合計８回の折衝を行い、その内容で大筋合意をしたものです。内容については、ごらん

いただきたいと思います。 

        それから、資料１５２は、「今後の保育サービスに関する基本方針（案）」についてで

す。 

        本資料は、昨年、平成２８年１２月２日に、公立保育園の各園の父母の会会長、それ

から運営協議会委員の皆さんの連名で、市長宛提出された文書です。 

        今回、文書決裁の過程がわかるようにというお話もございましたので、左方のほうに、

市長が決裁を載せた原本の写しを、この場で資料提出してございます。 

        資料説明は以上です。 

○河野委員長  資料の説明が終わりましたので、ご質問とかご意見があればお願いします。 

○角田委員   けやきの角田です。 

        資料１５２の５園会長及び我々運営協議会の父母側の委員が提出させていただいた今

後の保育サービスに関する基本方針（案）についての意見書なんですけれども、こちら

について、市側がどのように受けとめられて、どのように理解されているのかについて、

まず伺いたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○保育課長   それでは、ご説明させていただきます。 

        まず、大きく三つの項目についてご要望をいただいているというふうに受けとめてお

りまして、１番として、２５年１２月１８日に提出した覚書の関係と、それから明確な

ビジョンというご質問と、あと保育士の体制と、大きく三つの項目をいただいていると

ころです。 

        まず、１番目の部分につきましては、現在、職員団体に対して、市の方針として、運

営手法の見直しを提案しております。前回の運協でもお話をしたとおり、公設民営から、
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民設民営を考えているということで、職員団体と協議し、運営方式の見直しについては、

先ほど資料でもご説明をいたしましたが、大筋での合意をし、今後細部についてさらに

協議を行っていくという状況となっています。その協議が固まってしまってから、保護

者の方に説明するのでは、覚書違反ではないかというご指摘でございます。 

        なかなか、職員団体との協議と運営協議会を並行して進めている中では、どちらかを

先行していくことは、非常に難しいというふうに考えてございます。過去において、逆

に職員団体との協議が何も整わない中で、保護者や利用者の方に説明をした例はなかっ

たというふうに思っています。 

        職員にとっては、労働条件が大きな変更となる話であり、現場で働いている職員と何

の協議・合意もなく、先に保護者・利用者の方に説明し、理解を求めるというのは、非

常に難しいものがあると思っています。 

        並行して資料をお示しするというご要望もございましたので、いろいろとご指摘いた

だきましたが、情報提供し、説明させていただいているという状況になってございます。 

先にお示しするというのはなかなか難しいということは、ご理解いただければというふ

うに思っています。 

        それから２番目の項目につきましては、保護者の皆さんにご理解いただくためには、

先ほど本間さんからのご質問にもありましたが、明確な方針、ビジョンを示す必要があ

るということは、十分理解しております。現在、職員団体とは協議中でありますが、同

様に職員団体にも示していく必要があります。現在、内部で検討作業を行っており、一

定の時期にお示しをしたいと考えてございます。 

        最後の部分です。現在までの運協の協議において、保護者の方の理解が進んでいると

いう形で、我々が認識しているものではありません。ですから、３番目の保育士体制へ

の不安について今までの運協でのご意見やアンケートの結果、現場の声などから、十分

に認識をしているところです。 

        保育課として、採用の必要性については、人事当局へも要望をしているところですが、

なかなか難しい、厳しい状況となっています。任期つきでの職員採用は、正規職員と同

じであるという考えでありますが、募集に対する応募がなかなか思ったようにはいって

いない状況もございます。 

        いずれにしても、保育に支障が出ないように採用することがまず最優先と考え、今後

も強く人事当局には働きかけていきたいというふうに考えてございます。 
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        という形で、まず答弁を差し上げます。 

○角田委員   けやきの角田です。 

        一つ目の項目に関してなんですけれども、我々が求めているのは、並行して進めるの

は難しいというお話なんですが、我々がこの覚書で求めたのは、運営方式別の保育内容

の比較検討の可能な資料の提示や、それを保護者側が十分に理解して検討していけるだ

けの期間を確保してくださいということは、一つ重要なポイントとしてあるんですけれ

ども、その点に関して、今のご答弁ですと、行政としては、職員団体の合意、幾つの園

を民営化しますということが決まってから話すというお話なんですけれども、それ以前

の流れについては、現状でも十分話し、検討していけるはずなのに、それをするつもり

はないという理解でよろしいんでしょうか。 

○保育課長   情報については、先ほど来お話をさせていただいておりますとおり、お示しできるタ

イミングでお示ししていきたいというふうに考えてございます。 

        また、協議期間につきましても、皆さんのご要望する期間がある中ではありますが、

きっとあるんでしょうけども、行政としての手続のタイミングというのもあるかと思い

ます。これについては、いろいろご相談させていただく形になろうかと思います。 

○河野委員長  ほかにご質問ございますか。 

○本間委員   さくら保育園の本間です。 

        今ご答弁いただいた内容を私なりに解釈をすると、保護者との協議のスケジュールと

いうところについては、保護者の求めるあるいは委員の求めですけれども、期間という

ものよりも、行政の手続のところの期間、あるいはデッドラインというようなところを

優先して決めますよというふうに理解したんですけれども、そちらで合っていますでし

ょうか。 

○保育課長   スケジュールにつきましては、行政のほうで考えていくものだというふうには考えて

ございます。 

○石倉委員   よろしいですか。わかたけの石倉です。 

        今、保育課長がおっしゃっていたのでもあるんですけど、冒頭で本間さんが質問され

たときに、いろんな内容は、こういうものって重いものだと思いますけども、我々協議

会の委員が求めるのであればという話もあった中で、でも、一方でスケジュールは決め

られていて、それは行政のスケジュールに従いますというと、我々ここで、もちろん覚

書には、協議するけど、諮問ではないよという話もあるんですけど、一方で、結論を出
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すことに対して否定するものでないという言い方もあるものですから、我々からすると、

協議した中で、こういう方向なんじゃないかというものに対して、結論が出たものに対

して、それを結論を出すことは否定できないですし、否定するものでもないことを考え

ると、その中がある中で、我々が協議をしますと場に出たときに、でも、行政のスケジ

ュールは決まっていますというと、じゃあ何のための協議なんでしたっけとかという話

になってくると思うんですが。 

        とはいえ、やっぱり行政もスケジュールありきでこれは動いて、こういうスケジュー

ルになるので、この期間を協議しますというか、以上終了みたいな感覚でいらっしゃる

ということですか。ちょっと話がまとまってなくて申しわけないです。 

○保育課長   そうですね。スケジュールについては行政のほうで考えて、お示しをし、こういうス

ケジュールで協議させていただきたいというのは、場面としてはあろうかと思います。 

        ただ、例えばその協議期間、協議の状況によって、協議が不足しているとかという議

論は、もしかすると出てきたり、もっと長期間、場合によっては１０年間協議しましょ

うとかというお話があるかもしれないけども、なかなか行政、職員が定年退職して減っ

ていったりとかそういう状況もある中で、そういうのを含めて、今後の公立園の運営方

式見直しを行っていきますので、それを踏まえた形での協議期間を我々は考えていこう

というのもやっていますので、なかなか、「いや、それでは足りない、もっと」と言わ

れても、そこは対立する部分になっていくのかなと、今聞いていて思いました。 

○角田委員   けやきの角田です。 

        今、課長がおっしゃった審議していく期間のこととも関連するんですけれども、この

話の内容というのは、これまでのお話で、決まったことに対して、我々の意見も参考に

してというお話はさんだんされてきたと思うんですけれども、その話のテーマとしては、

決まったことに対する意見を求めたいのか。それとも、そもそも公立保育の運営方式見

直しという大きいテーマがあって、民営化のみではなくて、現状維持も含めて、幅広い

運営方式別の検討を行うつもりでいるのか、そのあたりをちょっとはっきりしておきた

いなと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。 

○保育課長   とりあえず、方針という形でお示ししているのは、基本的に市の考え方です。現在そ

れについて職員団体と協議をし、大筋での運営方式の見直しについては合意をしている

ところです。 

        先ほど本間さんからのご質問へお答えする形で、大きな方針と言いますか、ビジョン
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というかそういうものをお示しするという形になりますので、それについてのご協議を

いただきたいというふうに思います。 

○本間委員   先ほどスケジュールについてご答弁をいただいたところなんですけれども、今のご答

弁の内容としては、やはり退職者も年々出ていて、一方で、正規職員職というのが、任

期なしを採用をしてないというところもあるので、やはり協議のスケジュールをずっと

長引かせることはできないんだよというようなお話だったかなと思っております。 

        もし、そういう内容だったとすると、意見書の中では、３項目になりますが、運営協

議会の協議内容に影響がないように対応いただいて、正規職員の採用等を行うようにご

検討くださいというふうに、意見書として出させていただいたと思います。 

        こちらについては、市としては対応することはできないですと。ですので、今ある採

用の正規職員の計画に従って議論をしてもらいたいよというふうに理解したんですけれ

ども、そちらで認識はあっておりますでしょうか。 

○保育課長   もう一度質問していただけますか。 

○本間委員   先ほど、退職者が出ていくので協議を長引かせられない。例として出されたのは１０

年とかというふうにおっしゃられましたけれども、そういうふうに行政として、スケジ

ュールをある程度区切っていかないといけないところがあるんですよ、という話をされ

ていたのかな思います。それは現状の職員の退職が出てきますとかそういうところ、あ

るいは入り口のところも、採用もとっていませんというところであれば、当然そういう

ことはあり得、そういう傾向はあり得るのだろうなというふうには理解をしております。 

        でも、他方で、この意見書としては、まずは協議会での、この運営協議会での協議を

するのであればというところではあるんですけれども、その協議をするのであれば、そ

のスケジュール、まず保護者と市との、こういう民営化あるいはこういう運営方式の見

直しがいいんじゃないかというようなここの協議を、まず最優先に行って、そのスケジ

ュールには影響が出ないように、職員体制のほうも考えていくというようなところを求

めたものになるかなと思いますので。 

        ただ、こちらの３点目については、行政としては対応ができないんですよというお答

えだったのかなと思うんですけれども、理解はあっておりますでしょうかというご質問

になります。 

○保育課長   職員採用について、行政として対応できないというようなお話を今いただきました。 

        現状、方針の中で正規職員の採用はないという形でやっているところではありますが、
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この運営方式の見直しの中で、その進捗によっては、先ほどお話をしたように、未来永

劫一切正規職員をとらないという形ではないというふうに、私、認識しています。なの

で、ちょっと採用の関係について、私、ここで明確になかなかお答えるできる立場では

ないというのは、ご理解いただきたいと思います。 

        必要性については認識しているというのは、先ほど来お話をしているとおり、我々と

しては保育行政が支障なく運営できていくというのは最優先、大前提ですので、そうい

う点については、先ほど来お話をしているように、人事当局とも話をしているし、理事

者のほうにも話をする機会があるところです。  

        なので、将来的にどうなっていくかというところについて、なかなか保育課長の立場

として、ちょっとここではお答えしにくいんですけれども、ご理解いただければなとい

うふうに思います。 

○石倉委員   すいません。わかたけ、石倉です。 

        ちょっとすいません。ご説明いただいたと記憶はしている気がするのですが、この資

料１５０の抜粋版で、今日何か出てきたんでしたっけ。 

○保育課長   たしか前回。 

○石倉委員   前回の話ですよね。 

○保育課長   検討協議会からこういう指摘を受けているという話を、私のほうで、たしかお話をし

たところではありますが、なかなかどの部分、どの部分ってぱっとその場で出てこない

ので、ぱっと見たときにですね、本体を。なので、一応こういう表みたいな形で、項目

ごとに抜粋するほうがわかりやすいと思ってつくった資料です。 

○石倉委員   一個ご質問したいなと思ったんですけど、資料１５１で総合的見直しという形で、職

員組合のほうと、という話があって、別途協議と書いているけど、もともとのこの、前

も多分この話は出ていたと思うんですが、保育検討協議会の資料の中で、今、１園に民

間委託するように、効率を図りつつ現状の市立園を対象にした上で改革を実施するとか、

要するに基本的に、そこに対して過去に出たものに対して変更・修正されるような材料

はないとか、結構そういう形で、公立保育園のことに対して、もうﾁｭｳｶｸでやりなさい

という話は出ていたと思うんですが、何でこの辺の資料からそれが落ちているのかなと

いうふうに、純粋なすごい疑問がありました。 

        何でしょう。公立保育園なんかできてないんだみたいな世界が、そこに今パーッと資

料、送られた資料のところにあったんですけど、検討協議会の資料はそういう方法だっ
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たっけという、すごい純粋な疑問があったんでお聞きしたんですけど、何でそういうと

ころが入ってないのかなという。現状、理屈がえしていたけど、何かの根拠はないとい

うことを明言されていたと思うんですけど、そのときの資料では。 

○保育課長   それは、２ページ目の⑵のところの、公立保育所管理運営の効率化の方針というと

ころの①から⑤の大きく五つの意見をいただいたんですね。その中で、ある委員の方か

らの発言として、今、石倉さんがおっしゃったような、現状での……。 

○石倉委員   反対する意見ですね、見直しの、はい。 

○保育課長   というところ、意見だったと思うな……。意見の中にあったやつと同じか。なので、

その部分については、この①から⑤の中のいず;れかに入っていると。今お話があった

ことは、たしかそのように、ちょっとごめんなさい、記憶をしております。なので、こ

れは意見要望部分だけを抜粋したものですので。 

        それで、この①から⑤については、長文であるため、項目を分けて項目だけ載っけて

いるという形です。 

○本間委員   今、課長のほうからもはご答弁がありましたように、この資料については、先日の運

営協議会の議事録にもあります。５ページ目ぐらいですかね、にありますとおり、細部

さんのほうから求められたので、６ページ目になりますが、課長のほうで、「検討協議

会の報告の資料について、抜粋をして次回お示しさせていただきたいと思います」とい

うの受けて、ご提出いただいたものと思います。 

        こちらの資料を早速まとめていただいてありがたいなと思うところではあるんですけ

ど、細部さんのご質問というのは２点あったかと思います。１点目は、「検討協議会で

現在の公立保育園で何が足りないと指摘されたと市は認識しているのか」という点と、

もう一つは、「では、民営化すると、それがどういうプロセスで実現されるのか。言い

方を変えれば、そういう理由があるから、なぜ民営化しかないと市は結論づけたのか」

というようなところの２点をご質問していたと思います。 

        後者について言いますと、５ページ目ですね。細部委員の最後のほうのご質問の内容

ですが、「それを受けてこういった委託を進めますということに関しては、きちんと目

指すビジョンがあって、それに向かってこういうことをするのが効果であるという結論

をもって出ているものだと思うので、それを示してくださいというお話をしている」と

いうふうに記されているところになるかと思います。 

        こちらの資料をご提出いただいたというところでいうと、検討協議会の要約というと
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ころにはなっているかと思うんですけれども、「市はそれを受けてどう考えて、民営化

をしたのか」という、「民営化という目標に達したのか」というところについては、示

されていないと思うので、こちらで口頭でご説明をいただけるのかなと思っていたので

すけれども、こちらはいかがでしょうか。 

○保育課長   検討協議会の意見・報告を受けて、さまざま内部で検討している経過がございます。

内部で検討している経過がございます。 

        先ほど最初、冒頭のほうの会議録の中の質問の中で、本間さんのほうにお答えした中

に、今後、市の方針、ビジョンのようなものを、お示しするというふうにお答えさせて

いただきました。その中で、前回、細部さんにいただいた分については、お答えできる

かなというふうに思っています。 

○本間委員   さくら保育園の本間です。 

        今ご答弁いただいた内容ですと、今回は、この検討協議会の抜粋はつくってきたんだ

けれども、前回の細部委員のご質問にあったところですね。ビジョンとかそういう、こ

の検討協議会を受けて市がどう解釈したのかというところについては、今日の段階では、

特段示すことは予定していないというようなことで、理解してよろしいんでしょうか。 

○保育課長   はい。 

○角田委員   けやきの角田です。 

        この資料１５０の市への指摘・要望事項についてなんですけれども、「今後の小金井

市の保育行政の在り方に関する意見」として出されているものなんですが、これ、実際

の検討協議会の報告書を見ますと、私立に対する指摘も結構なされているんですが、私

立園の、私立園に対しての要望も含まれているんですけれども、そういったところをカ

ットして、さも公立保育園ができていないかのように、すごく半端な引用をたくさんさ

れている箇所があるんですけれども、これはどういう目的でつくられたんでしょうか。 

○保育課長   別に、公立保育園が全くひどい施設でありますよということを示そうという意図で資

料をつくっているわけではなく、公立保育園はすごく評価が高いというのは、運協のア

ンケートでも多くの方、９割以上の方の満足度がいっている話を伺っている中で、説明

する者としては大変ありがたいお話をいただいているんですけども、そういう意図で出

しているというんじゃないというのは、ちょっとご理解いただきたいと思います。 

        市に対する指摘や要望に対する事項を、機械的に拾っていったというところです。な

ので、民間のことについては、特段意図して弾いたということじゃなく、市の、市に対
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する意見ということで拾っていったのがこの資料、機械的に拾っていったものです。何

か特定の意図をもってつくった資料ではありません。そこ誤解ないようにしていただけ

ればなと思います。 

○角田委員  もう１点、けやきの角田です。 

       あと、要望で言えば、保育の質の向上に関する市への要望が記載されてないなと思った

んですけれども、そういったものも意図的にと感じるんですね。意見書本体の１８ペー

ジとかを見ると、「また、子どもプランに基づく各事業の進捗状況も随時把握し、関係

する会議体との連携しつつ、全体の保育の質的向上を図るための取り組みを充実させる

ことを求めたい」という要望があったわけですが。 

○石倉委員   わかたけの石倉です。 

        １７ページの④のところから１８ページにかけてですね。 

○角田委員   そのとおりです。ありがとうございます。 

○保育課長   １７、１８。 

○石倉委員   １７の公私立の保育施設に対して市のかかわり方のスタンスってやつですね。 

○角田委員   「保育施設は公立、私立を問わず、子どもの最善の利益、また子どもが育つ権利を守

るためにある。利用する保護者も同様の願いが欲しい。なおかつ、安心して子どもを産

み育てることができるための支援を求めている。そのためには、公私立全ての保育施設

の底上げ、つまり保育の質の向上は不可欠である」という、非常に重要なことも書いて

ある。 

        あと、この意見書全体で言えば、財政に対するアイデアとかもいろいろ書かれている

んですけれども、そういったものに対する検討はどうだったのかとか、全然こちらには

示されていないので、一体この資料は何のために出されたんだろうというのが、正直な

ところです。まとめ方が乱暴なんじゃないかなと。 

○保育課長   ごめんなさい。機械的にやっているので、こういった形でちょっと漏れが出てきてい

るのかなと思います。ただ、先ほど申しましたように、特定の意図をもってつくったん

じゃないということはご理解いただきたいなと思います。 

○長澤委員   いいですか。小金井の長澤です。 

        先ほどから、職員団体との協議ということで、運営方式の見直しについては、公設民

営から民設民営にしていくという見直しを協議中であるというふうにおっしゃっていて、

その覚書が資料１５１になるかと思うんですけれども、この覚書の中には、民設民営と
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か公設民営という文言もなく、あと、職員についてもというか、任期つきの職員をばら

かせていくとか、そういう文言も特にないんですけれども、ない中でこの覚書は、大筋

合意の覚書というふうにおっしゃってたんですけど、実際、具体的な民設民営とかの言

葉がない中で、本当に職員の方は何を大筋合意しているのか。この以外に何か資料があ

るんですか。それで協議が進んでいるという、具体的に民設民営の協議をしてますとい

う資料があるんですか。ここからだけでは、ちょっとそれがわからないんですけど。 

○保育課長   資料１５１、先ほど、説明の中でも「大筋合意」という言い方をさせていただきまし

た。その中身としては、２項目めの運営方式見直しをすることについて、まず合意をし

ましょうという部分と、それから、なお書き以下の部分については、今後別途協議して

いきましょうという形で合意をしています。 

        なので、運営方式を見直しすることについては、一緒に協議していくことに合意をし

ていると。で、その内容等については、また細部について詰めていきましょう、といっ

た内容の合意をしている状況ではあります。 

○長澤委員   民設民営の話とかは、別に職員として、その方向でいきましょうという話になってい

るわけではないということなんですか。 

○保育課長   そこでみんなで一致してやっていこうというふうには、なってないというふうに思っ

ています。 

○長澤委員   ならないんですよね。そういう文言は別に。 

○保育課長   運営方式見直すというのは合意したけども、その方法や時期やという部分については、

また協議していくのかなというふうには思っています。 

○長澤委員   例えばその職員の任期つきについても特に文言ないですけど、これだけ私たちが見る

と、正規職員をとってもいいんじゃないかとか、職員について特に書いてないんで、正

規とも、任期つきとも、任期なしとも。でも、それでも任期つきをとっていくという根

拠は何かあるんですか。 

○保育課長   今回２９年４月に向けて任期つきの採用をするのは、２８年中に職員団体のほうと２

９年４月の職員の補充については、任期つきということで合意をしています。なので、

この１２月２６日の覚書よりも前のほうに、ですよね。 

○石倉委員   わかたけ、石倉ですけど。 

        この１５１の覚書、日本語の問題があるのかもしれないんですが、公立保育園の、２

のところですね。項番２のところで、「公立保育園の運営方式を見直すこととする」、あ
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と、なお書きがあるんですが、運営方式に、これ見直す、見直した上でなのか、見直す

ことを協議するのか、見直すこと以外を協議する、別途協議する。運営方式などについ

ては別途協議するって言っているので、じゃあ、一体今の公設公営という運営のあり方

は見直しましょう。見直すことをどう見直すかをこれから協議していきましょうという

ところで、合意したという理解で合ってますか。 

○保育課長   この、なお書きの……。 

○石倉委員   いや、見直すって、見直すというのは、今のあり方が本当にいいかどうかうもう一回

検証しましょうねという日本語かと、僕は捉えるんですけど。そこがどうなのかなと思

っていて。それを、その見直し、じゃあ、今のあり方がそもそもいいのかをちゃんと協

議しましょうねということを合意したという文章に見えるんですが、その理解で合って

ますかという質問なんですが。 

○保育課長   運営方式の見直しについては、先ほどお話をしたように、職員団体のほうと８回協議

をして、見直すことでは合意をしています。その見直しというのは、例えば委託であっ

たり、指定管理であったり、あるいは民設民営、民間移譲という方式であったりという

のを、我々は考えています。 

○石倉委員   わかたけ、石倉です。 

        ということは、見直すことを、職員組合とどう、結論はどうなるかわからないし、何

か前提のものがありきじゃないけど、今の枠組みが、今後、将来、未来の小金井の保育

園にとってどうあるべきか、どうなのかということを、これから職員組合と協議をして

いきしましょうということを合意したという文章で、合っています。 

        方式の見直しが、今、鈴木課長がおっしゃったみたいに、いろんな形があると思うん

です、世の中の保育というのは。そこも含めて総合的に、これから協議していきましょ

うという、そのスタートに立った。その土俵に、お互い議論の土俵に上がったという文

章で合っていますか、これは。 

        なぜかというと、行政のほうのスケジュールが云々という話がある中で、この覚書は、

協議しましょうとか、見直しましょうとなっているんで、結局、何がスタートなのかが

いまいちわからないんですけど。 

        なので、お聞きしたいのは、その見直しということを、どうやって見直ししていきま

すか、何やっていきますか、ということをこれからちゃんと議論をしましょうねという、

覚書だということですか。ちょっと日本語が伝わってなければ、私なんかこれを覚書と
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言いがたいんですが。 

○萩原委員   すみません。くりのみの萩原です。 

        そこは、多分私もちょっとこの日本語がいろいろな見方を生んでいるんじゃないかな

と思うんですけども。ある人が見れば、運営方式を見直すことを合意したというのは、

１園なり２園なりが民間に委託されたり、移譲されたりすることを言っているというふ

うに理解することもできるし、見直すという日本語になっているので、運営方式が今正

しいかどうかというのを、まずチェックしましょうと。そこが、今は５園公設公営でい

いのかどうかということを、まずお互いにもう一度見ましょう、というところで合意し

たということなのかということなんですけど。 

        このなお書き以降を見ると、具体的なスケジュールは示されてないものの、園数にま

で言及されているので、何がしかの方法とか時期というのは合意していないが、１園な

り２園なりは運営方式が変わるということで合意されたのかということも見ることがで

きるし、どっちなんですかねということであったんですか。あってます。すいません。 

○河野委員長  行政として、基本方針案をお示しをして、運営方式を見直していく、委託から民設民

営を予定して基本方針案として示して協議をしているところではあります。 

        厳しい財政状況を踏まえ、待機児童の解消、やはり、ただ待機児童の解消には、まだ

２９年４月はなかなか難しい状況で、新設園もかなり設置をしているところではござい

ますけれども、２９年度中にも開設を予定して、急遽進めているのはありますけれども、

なかなか厳しい状況です。そこの課題も解決していくために、運営方式自体の見直しを

するということで、この覚書が交わされたと考えております。 

        また、なお書きにあるように、公立園の役割、拠点として果たしていくものというこ

とで、どういう運営方式が一番望ましいのか、また地域性や施設状況も踏まえて、対象

となる園の数、移行時期について、今後協議を重ねていきたいというのが、この趣旨で

あります。 

○萩原委員   くりのみ、萩原です。 

        じゃあ、職員組合とも、何園か運営方式を、時期はわからないが変わっていくことで、

職員組合も合意しているということなんでしょうか。 

○河野委員長  で、この表現で整えて、覚書が交わされたものと考えています。 

○本間委員   さくら保育園の本間です。 

        今、部長のお話の最後のほうで、運営方針の見直しというのは、公立の枠組みを維維
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持したままコスト削減をしていくとかそういう努力をするんではなくって、運営方式を

見直すというのだから、公立ではなくて、ほかの委託であったり民設民営であったりと

いうところを検討していくことに合意したんだと、というような内容であったかと思い

ます。 

        一方で、組合の複数のほうの人間から聞くと、これは運営方式の見直しというのは、

あくまで公立、結論はまずありきではなくって、見直して検証していきましょうという

意味であって、公立のままというような結論も十分あり得るんだろうなというようなこ

とで合意したというようなことも、聞いております。 

        もしも、それが本当だとすると、この合意という覚書の一番核心の部分で、双方の意

思が異なるということになると思っていますので、その他とすると、もはや大筋合意と

は言えないんではないかなと思うのですけれども、もう一度、そちらの方は、まず理解

をどうしていいのかというところについて、お伺いをさせていただきたいと思います。 

○河野委員長  なかなかこの文章表現上で読み取るというのは、幾つかの読み取り方があるのかもし

れませんけれども、行政側としては、基本方針案をお示しめして、見直していくことを

覚書として締結させていただいているというスタンスになります。 

        直営園の役割等も今後協議をしていって、その中で移行していく園数でありますとか、

時期でありますとか、諸手続でありますとかを協議してまいりたいと考えているもので

はあります。 

○本間委員   たびたびすみません。さくら保育園の本間です。 

        今ご答弁いただいた内容は、そうだとすると、少なくとも市としては、こちらの覚書

で合意したのは、公立ではなくて、ほかの運営形態にするよというようなところで合意

したというふうに認識している、というような理解であってますでしょうか。 

○河野委員長  はい、基本方針を示した上でというところでありますので。ただ、組合側と申すんで

しょうか、そちらのほうのお考えとしては、ある種、この協議を重ねる中で、５園維持

というのを選択肢の中に考えがあるのかもしれませんけれども、行政としては、運営方

式を見直していくというスタンスの中で、種々の協議を重ねていくというような考えに

なります。 

○本間委員   重ねてのご質問で大変申しわけないんですけれども、今お話をされた内容ですと、ち

ょっとイエスなのかノーなのかがよくわからなかったところがあるので、もう一度お伺

いさせていただくんですけれども、運営方式の見直しというのは、公立のままという、
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この選択肢は含まないという理解で合っているかどうかというのを、イエスかノーでお

伺いをしたいと思います。 

○河野委員長  何人かの方から、そういう公立園の維持という話も伺っていらっしゃるということな

んですけれども、確かに協議の中でそういうお考えをお持ちで、そういう意見が出てく

る場面もあろうかとは思います。 

        ただ、前提として８回の協議を経て、見直すこととすると、この運営方式等も含めて

別途協議となっておりますので、行政側の考えとしては、今後、運営方式を見直す手法

ないし園数、スケジュールについての協議を重ねていくという考えです。 

○本間委員   イエス、ノーでお答えをいただけないので、ちょっとわからないんですけれども。 

        市としては、もう公立というのは、５園維持ということは念頭にはないという理解で、

ある程度感じているところなんですけれども、それで合っておりますでしょうか。 

○河野委員長  絶えず行革から、運営手法の見直しというのをかなり言っておりまして、ここの民生

費、保育事業の予算カットを見ましても、かなり厳しい状況でもあります。また、さま

ざまなニーズをいただいているところで、また就業形態も多様化している中で、どのよ

うな保育の要素を継続していけるか。現状の状況で、現状の体制のまま新たなニーズと

いうのを対応していくのは、非常に難しい状況にございます。 

        したがいまして、基本方針として示して、今回、覚書として、大きな大綱的な合意で

ございますけれども、覚書として結ばせていただいているということになりますので、

こちらとしては、前提として運営手法の見直しを前提に協議をしていくというところに

なります。 

○杉山委員   すいません、わかたけの杉山です。 

        すごく微妙な文章で、微妙な言い回しに私もなるかと思うんですが、こういうことで

交わしはしたんですけれども、この、２番の「公立保育園の運営方式の見直しをするこ

ととする」の、運営方式の中身としては、民設民営とか移譲とかいろいろ、もあるけれ

ども、今まで公立保育園で大事にしてきた保育の中身とかも、きちんと確認をしていき、

確認をしてそれでもというか、しかしながら５園でなくてもやれるんだという根拠とい

うか、資料というかを出してきて、改めて、じゃあ私たちが５園ではなくてもやれるの

かなというような、そうつれて、改めてそれだけで協議をしていくというところでの、

ぎりぎりの合意の文章であるというふうに思っていただけたらなというふうに思います。 

        あとは、さっきの任期つきの正規職員や任期の職員採用で、合意を１０月ぐらいにし
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ていますというところも、その前には、やはり正規を私たちは要求していたけれども、

これ言っちゃいけない、正規を要求しながらもなかなかそれは通らなかったというのも、

あることはあります。 

○石倉委員   わかたけ、石倉です。 

        今の杉山園長のお話を、多分すごくセンシブルなところだと思っていて、なんですけ

ど。すみません、園長の話が全然、多分この辺はみんな理解できてないんです、はっき

り言えば。 

        ただ、今の教職員組合との話で言うと、ごめんなさい、職員組合ね、職員組合の話を

すると、じゃあ、ちゃんと運営方式を見直すというところ、どういう形になるかわから

ないけど、いろんな世の中、さっきも繰り返し申し上げて、課長もおっしゃったみたい

に、いろんな方式があると思っていて、じゃあ、そこでもう一個は検討協議会の話の中

で、公立がはらった役割とか、今できていることとかってあると思うんで、そこも総合

的に勘案しながら、ちゃんとした資料が、ちゃんとした上に出てきて、ちゃんとした説

明があって、職員組合の方が皆さん納得した段階、納得して初めてということですよね。

そこは、ちゃんと丁寧な議論をずっとこれからも繰り返していくということですよね。 

○河野委員長  ですよね。 

○石倉委員   そうですよね。なので、そこが、逆に言うと、職員組合のほうが、皆さんのほうでち

ゃんと丁寧な議論を繰り返されて納得をされない限り、この協議は基本的には続くよと

いう認識であってますよね。 

○河野委員長  このなお書きのところに、今石倉さんがおっしゃったところを表現されているかなと

は思うんですけれども、杉山園長が言っている、現行の保育内容の維持・継承の部分で

あるとかというのもありますので、そこら辺も合わせて丁寧に協議は進めていくという

考えではあります。 

○石倉委員   そうすると、冒頭でおっしゃったみたいに、結局、我々意見書をお出しさせていただ

いた中で、とはいえ、課長のほうかな、職員組合と並行して、我々のほうにはなかなか

難しい、こちらのほうの合意が先だという話があったんですが、今の話をすると、結局、

保護者のほうに対するそういったフィードバックというか、じゃあ説明って、どのタイ

ミングでどうなるのかが、逆にわからなくて、ずっとそちらのほうで丁寧な議論が繰り

返されて、職員組合とはこういう方式になりました、こういうふうになりましたという

段階で、じゃあ父母の方はどうですかというタイミングになるのか。 
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        ここから先、パラレルで動いて行くのかというと、その辺のすスケジュール感のイメ

ージが全く逆にわかなくなっちゃったんですけど、その辺はどういうイメージで考える。

我々とも協議、協議の場は今のところ運協と思っているんですが、そのスタートの場と

いうのは、実際どの辺になるというイメージを持っているわけですか。 

        我々とすると、一旦覚書があったんだから、そこはパラレルで進めてくれという話で

あれば、同じものを同時に協議をさせていただけるものなのか。協議の場であればそう

でしょう。そこら辺がいろんな考え方はあると思うんですけど。 

        ただ、そこも含めて、全て運営、この２番のところの別途協議の段階がつかないと、

こちらのほうに落ちてこないのかというと、どっちなのかなというのが、正直わからな

いんですが。 

○河野委員長  先ほど課長のほうからも話があったかと思うんですけれど、保護者の皆さんにも明確

な事情もというのはあるかと思いますが、まだ組織として、で、保育事業としてどうや

っていくのかというのを、現場であります保育所の方々と協議をしている段階で、ある

一定程度お示しできるところの方向性がまとまりましたら、ご説明をさせていただいて、

ご意見等をいろいろいただいて、反映できるものについては反映させていただきたいと

いうところですので、それは、先ほどの説明と同じかなと思います。 

○石倉委員   わかたけ、石倉です。 

        今のお話で言うと、申しありません、私の認識が間違っていたら指摘いただきたいん

ですけど、ある程度これから先、職員組合の方と協議をされた上で、何となく方向性が

出た段階でこちらのほうにという認識ですか。 

        だとすると、こういう言い方が日本語合っているかわかりませんが、雇用者と被雇用

者みたいなところの話があって、サービスを受ける側の人間は、後からこうなりました

と、我々こうなるんでよろしくねみたいな世界に聞こえるんですけど。 

        つまり、なぜかというと、別にサービスを受ける人間、サービスって言い方も失礼か

もしれませんが、受ける人間、我々側の思いとかいろんなこともある中で、そこの意見

がない。どうやって吸い上げるか、吸い上げていただけるかもわからない中で、こうで

す、ああですという議論は、何かすごく違和感があって、じゃあ、保護者はこう考えて

いますよとか。例えば資料のもう一個あるアンケートの話も含めてだし、検討協議会の

結果も含めてだし、そういったものがあって、そこの場にいろんな話があって、初めて

議論が成り立つのかなと思うんですけど、そういう認識であってます、進め方って。 
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○河野委員長  何度となく、この何が先か、並行がいいのか、じゃあ労使協議をしている資料だと保

護者向けじゃないから難しいとかというのが、複数回ちょっと継続してお話が出てきて

いるかなと思うんですけれども、やはり市のある一定程度の考えがお示しできない中で

というのも、なかなかご意見を賜りにくい場面もありますので。 

        それは勤務条件だけに関することではなくて、それこそ公立園の保育内容の維持・継

承でありますとか、サービスを広げていく部分でありますとか、そういうのも子育ての

支援の部門の拡充でありますとか、民間園の連携でありますとか、この辺も話し合った

上で、こういう展開をしていきたい、市の方向としてはこう考えているけれども、ご意

見はどうだという伺い方になろうかなと思いますので。 

        今までは、アンケートだったり、いろいろなニーズを伺っているところでもあります

ので、それらも参考にしながら、保育士の方々は直接的にニーズを聞いていらっしゃる

部分もあるので、つくり込んでいった上でお示しをして、説明をさせていただくという

のが、適当であると考えるところではありますが。 

        その中でいただいたご意見について、ただ、いただいただけというようなことで、ス

タンスではございませんので、さまざまな保護者の全体説明会のことは考える必要もあ

りますし、パブリック・コメント等でご意見を伺う場面もありますし、というところで

考えてはいる状況ではあります。 

○石倉委員   いいですか。わかたけ、石倉です。 

        たびたび、こういう話をずっと繰り返してきた気がするんですが、一旦この覚書は、

スタートなのかなと思っているんですよ。つまり、どうする、ああするという話があっ

た中で、この覚書で協議をしましょうというスタートになったと思うんですけど。 

        という中では、我々って何だったのか、何でしたっけみたいな。うまく言えないな。

我々、じゃあここで次以降どうするのみたいな。うまく言えない。 

○角田委員   けやきの角田です。 

        今、いろいろとお話を伺っていると、既に市としては、３２年に委託、３４年に移譲

という方針を持っていると。ただ、職員組合との、今回の合意内容に関しては職員組合

側は、公立保育園の運営方式を見直していくということに当たって、実際に５園でしか

できないのか、それともそうじゃないのかということを検討するというテーブルに着い

たというお話がありました。 

        でも、一方、市側としては、その基本方針に対しての合意に近いようなご答弁をされ
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ていて、その中で、これから少なくとも職員組合とは、公立保育園て行ってきたことが、

ほかの運営方式で可能なのか、さまざまな運営方式で検討するという位置づけのはずな

ので、同時に、我々利用者としたら、実際に何かあったときに被害を受けるのは子ども

の話で、実際にきちんと民営化をしなかった自治体では、けがが多発したりであるとか、

さまざまな影響が出ているのはもう現実としてあって、そういう重要な話であるからこ

そ、我々保護者も含めて、公立保育園の運営方式の見直しをするのであれば、どのよう

な運営方式が適当かはまでは言いませんけど、あるのかということ、今の保育の内容や

質に対しても十分に検討していく必要があって、そのテーブルにも我々は着くべきだと

思いますし、それを否定するような覚書は交わしておりませんので。 

        何か、職員組合とのもう一歩進んだ、はっきりとした何園を委託しますみたいな合意

が決まる、決まってからじゃなくて、もう早速やれることであるにもかかわらず、なぜ

それを、ある程度固まってからお示しという形で、先送りにするのかが理解できないん

ですが、そのあたりどうお考えなのでしょうか。 

○保育課長   先ほど来お話をしているように、職員団体のほうとまだ合意し切れてないものがいっ

ぱいあるんですね。何園とか、例えば運営する法人について、どういう点を引き継いで

いくかとか、あるいは保育内容をどういうふうに維持していくかとかというのは、今後

の職員団体との協議の内容になるわけです。 

        で、それを職員団体と協議と並行あるいは先行して、運協のほうには、ちょっと我々

出しにくいというのは、ご理解いただきたいと思いますね。 

○角田委員   今、鈴木課長がおっしゃる内容も、もう既に民営化ありきになってしまっていて、そ

れ以外の選択肢が排除されてしまっているんですけど、その辺も既にこの覚書で、少な

くとも職員団体の方々が認めた内容とはかなりずれてしまっているんですけど、これを

どう求めていかれるおつもりなんでしょうか。 

○石倉委員   この覚書の内容から、突然、これどの法人にって出てくること自体が。 

○角田委員   異常だと思うんですね。 

○石倉委員   ちょっと異常だと思うんですね。 

○保育課長   協議する内容として、今後、市のほうとして当然しております。どの法人というのは、

例えば社会福祉法人であったり、株式会社であったり。 

○角田委員   それ委託じゃないですか。 

○石倉委員   やっぱり委託ですよね。運営方式をも含めて見直すと言っているのに。 
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○保育課長   協議する内容の中に、そういう運営する法人についても、今後していく必要があると

いうのは当然我々は考えていますから、協議内容として出てくるというふうには思って

います。 

○石倉委員   すいません。わかたけ、石倉です。 

        それ、細かい木の話をしてもしようがないんですけど、それって、結局、民間委託あ

りき、民設民営ありき、じゃあどういう法人がいいですかみたい世界に、もうすごい飛

躍して、すごいジャンプしているじゃないですか。だって、この覚書はそこまで見えな

いんですよね。そこも含めて、さっき杉山園長がおっしゃったみたいなところの感覚と

いうのは、僕もそこは理解できるんです。いろんな思いが多分あられるでしょうけど。

その中で、片や、こちら側と交渉している側の人間が、突然ここで法人だとか言われち

ゃうと、そもそも、ずれずれだよなという気はすごいします。 

        言葉尻の話を捉えているようで申しわけないんですが、ちょっとそこのご回答は納得

できないですけど、多分我々からすると、今、「えっ！」という感覚です、正直。そこ

はわかっていただきたい。この文章からそこまで全然読み取れない。何だ、そういう前

提がありで進むんじゃんというのしか見えないので。だったら、別途協議って何だっけ

みたいな世界ですね。 

○角田委員   けやきの角田です。 

        なので、石倉さんの話もありましたが、この覚書の内容一つとっても、実際いろいろ

な話をされた上で、お互いの、恐らくスタンスはわかった上で合意に至っていると思う

んですけれども、既にこの文章をひとり歩きさせて、もう合意を得ましたというふうに、

民営化ありきで進めてしまっている実態が、今の我々に対する説明でもうはっきり見え

てしまっていると。そんな状況がある中で、ちょっと我々に対してどういう協議をして

いくかというのも、正直、今の段階では見えない状況で、非常に不安がありますね。 

        なので、その点を含めて、市として、あくまでも運営方式の見直しなんだから、市側

の方針を持つに当たっても、さまざまな資料をつくって検討してきたはずなんだから、

それを示せば済む話であるのに、これ、毎回出てますけど、なのにそれができないのは、

つくっていないのか、出したくないか、どっちかだと思うんですよ。そのあたりどうな

のかについても、非常に気になります。 

○河野委員長  この覚書をどう読むのかというところになってしまっていますけれども、やはり、待

機児童の解消、また多様な保育ニーズの充足、地域の子育て支援を今後一層推進するこ
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とを目的にしているんですね。これからは、なお書きのところもごらんいただきたい部

分ではあるんですけれども、現在の公立保育園の維持・継承、そして行政機関として担

っていく役割、あくまでも公務員で全体の奉仕者であるので、そこを自覚した上での行

政機関としての役割や地域子育て支援拠点としての役割、小金井市域の全体の子育て支

援、また保育園だけを利用していらっしゃる就学前児童の方ばかりでもないし、さまざ

まなご家庭の保護とか、というのも拡充していく必要もありますので、そこら辺をどう

いった形で拡充ができるのか、どういう体制をとっていけるのかというのも、丁寧に協

議した上で、その運営方式を入れ、実際公立園として残る園という考え方もあるかと思

いますけれども、そこら辺も含めて協議をしていくというものですので、一足飛びに、

そういう協議を欠落して、じゃあ何園やるんだという考えでは、こちらはございません

ので、保育行政をどう担っていくのというのを、実際担っていただいている職員の方々

と協議して、大きな方向性を考えた上で、実際にどういうような計画になるのかという

のをまとめていきたいという考えです。 

        それをお示しして、さまざまなご意見をいただければというところです。何もない中

で、ちょっとこういうお話になってしまって、大変ちょっと恐縮ではあるんですけれど

も、現時点ではそういう状況であります。 

○角田委員   けやきの角田ですが。 

        今は何もないというふうにおっしゃったんですが、何もないわけではなく、もう既に

基本的な方針案の中で、具体的なスケジュールを伴って出してきたのがあるので、少な

くともそこに対して何も考えずに思いつきで言ったわけではないと思いますから、それ

を示した上で、きちんとした資料を出していくということは、当然できると思うんです

けど、なぜそれができないのかというのが、ここ何回もこちらから申し上げた疑問の一

つです。 

        あと、公立園として運営ができない理由として、待機児童も挙げられてますけど、こ

れもちょっと不思議なところがありまして、待機児童を解消したい、で、園一つ持てる

事業者がいたとします。その人に委ねる形で公立保育園を渡してしまったら、その人た

ちの体力はなくなるわけですから、意味がないと思うんですけど。 

        逆に、民間事業者がいるのであれば、初めから民設民営なりで、新しい保育関係をつ

くったら、今の定員は確実にプラスになるわけで、そうじゃなくて、何で今ある定員に

かぶせる形で事業者を使うのかというのも、意味がわからないところなんですけど。 
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○保育課長   待機児解消については、民間活力を導入していこうというふうには、基本的には思っ

ています。今回２９年４月は、公立保育園でも定員拡充という形で行いますけども、施

設上の問題等が、一定数以上はふやせない。ただし、もう定員の拡充レベルで解消でき

るような待機児の状況ではないというふうに、担当としては認識していますので、今も

おっしゃったように、民設民営の施設をどんどん今後建てていく必要があるというふう

に思っています。 

        民設民営の施設を建てていく上で、やはり財政負担が非常に大きいということがあり

ますので、ここでもお話をしましたけども、公立保育園であれば、全て一般財源で保育

所の運営をしておりますが、民設民営になれば運営費の歳入が見込めると、そういうの

をやはり行政として活用していきたいというのが、当局側の考えとしてあります。 

○角田委員   後半の話と話がつながっていないように思いますね。結局、公立保育園を公立園に出

すことは、補助金が入るからしたいんだというふうにしか聞こえないんですけど、実際

この判断というのは、利用者にとって非常に大きい話で、すごくリスクの高い話である

と思うんですね。 

        なので、だからこそ本当にその選択が正しいのか、意味があることなのかって、全然

もうこれまでどこの話にも出てきていない保育の質に関しても、きちんとわかる形で整

理していって、それが本当に、法人倫理継承という形では言われていますけど、そうじ

ゃなくて、本当にそうしなくてはならないのかという面で、きちんと時間をかけて話し

合いをしていくべきなのに、なぜそれをせずに、このような結論ありきの話にしてしま

っているのかが、やはりわからず、それがあるからこそ、我々は意見書で、十分な期間

と資料の提示を求めていわけなんですよ。 

        なので、その話に関しては、何園委託とかそういうことを職員団体に飲ませてからと

か、そういう話ではなくて、もう早速始めていくべき課題だと私は思っていまして、お

示しするって切るタイミングとか、そういうところにはもうあると思うんですけど。 

        逆に、今違うと思う理由というの、どうなんですかね。職員が「うん」と言ってない

から以外に何かあるんですかね。 

○保育課長   協議中というところもありますので、こちらについては、今後、職員団体に示しなが

ら協議をしていくという予定になっておりますので、鶏が先か卵が先かという話に近い

形にもなってしまいますけれども、職員団体のほうの協議が前段としてあるというふう

に考えています。 
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○河野委員長  白熱したご議論いただいているところで申しわけないんですけれど、ちょっと時間の

ほうが、終了時刻になっているんですが、まだ議題のほうか残っておりますので、ちょ

っとそちらのほうを進めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○角田委員   よろしくないと思うんですけど。 

○河野委員長  申しわけありません。次の議題のほうに入らせていただきます。 

        ⑶になります。公立保育園の運営に関するアンケートのほうの議題に移らせていた

だきます。 

        アンケートは、前回の運営協議会で議題としておりますけれども、自由記述の部分に

ついては、同じ内容の記述や重なる記述がかなり多くなっております。ですので、概要

版のほうを作成する際に、この自由記述全てをお伝えするということではなくて、一定

まとまった形で、概要版ですのでまとめた形でお示ししたほうがいいかなと考えており

ますけれども、それについて何かご意見を頂戴できればと思います。 

○石倉委員   はい、わかたけ、石倉です。 

        当然ダイジェスト版は、要旨を見ていただきたので、僕はあってしかるべきだと思う

んですけど、両方欲しいです、やっぱり。ダイジェスト版は、それでいただければいい

と思うんですけど、やっぱりオフィシャル版というのがあって、両方ないとそこは成立

しないかなと思います。内容は幾ら重複しているかといったって、書いている人は違う

わけですし、感じている思いも多分違って、字面だけでは判断できない部分もいっぱい

あると思うんで、ダイジェストをつくることは、僕は構わないと思うんですが。繰り返

しですけど、両方ないと成立しないかなと。 

○保育課長   それはそのとおりですよね、そういう扱いです。 

○河野委員長  じゃあ、概要版でちょっとまとめた形のものと、全て載っている形ということで、２

パターンのを作成ということで、よろしいでしょうか。 

        それでは、ご異議がないようですので、そのような形で対応させていただきたいと思

います。 

        続きまして、⑷の当面の課題についてを議題にいたします。 

○保育課長   ちょっとごめんなさい。本来であれば、自由記述のところを、この場でどれを載せよ

うみたいな、一々全部やっていくべきなんでしょうけれども、なかなかそういう時間も

ないし、見ていくのも大変なので、宿題にさせていただいて、各委員の皆さんに自由記

述欄をもう一回お送りします。ぜひこれはみたいなのがあったら、印か何かをつけてい
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ただいて戻していただくような形で、それをうちに戻ってきたものをもって、東海林委

員長とうちのほうでちょっと調整をさせていただくような、また別途、お出しして確認

をとっていきたいという形で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○河野委員長  それはダイジェスト版をつくるに当たってという形ですよね。 

○保育課長   そうです。 

○河野委員長  はい、わかりました。 

○保育課長   なので、緊急に、自由記述を全て一式を送りますので、ぜひ、これとわかるように印

をつけていただければそれを載せて、重なるものは、内容が変わらないぐらいの範囲で

ちょっと修文等をさせていただいて、お示ししたいというふうに思います。 

○河野委員長  期限はどうしますか。 

○保育課長   ２月の、来週早々送らせていただいて、２月１０日くらいまでにお願いできればと思

います。各委員さんには直接送ります。データがよろしい方は、保育課のほうにメール

をいただければ、データでお送りすることも可能です。 

○萩原委員   すみません。くりのみ、萩原です。 

        ちょっと時間が押している中、申しわけないです。欠席の東海林委員の方からちょっ

と、アンケートに関して委託されてきたものがあるんで、ここでちょっと質問させてい

ただきたいと思います。 

        まず、公立保育園の全体的な満足度の高さについては、改めて市側に重く受けとめて

もらいたいと思います。特に、安易に運営方式を変えるなどして、結果として保育の質

や保護者側の満足度が下がるようなことがあれば、それは小金井市の責任にほかならな

いことを、いまいちど認識していただきたい。という内容です。 

        ここからは、アンケートの内容の確認になるんですけれども、アンケートのＰ８のさ

くら保育園の１番目に、外への散歩について、正規職員の人数がそろわないと出かけら

れないという返答があった旨の記載がありますが、事実として、こういう状況があるか

どうかというのと。ここ数年の採用状況との関連性はあるのかということを、確認させ

ていただきたいと思っています。 

        かつ、保育園側が理想とする散歩の回数は、現状各園で行われているのかどうかとい

うのを、ちょっと確認させてもらいたいと思います。 

        １２ページのくりのみの１番目に、４人の担任の先生のうち二人が非常勤、そのうち

二人がかわったとの記載がありますが、これも何か事実かどうかというのと。採用状況
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との関連性があるのかというのを確認させてください。 

        こちら、次にＰ１３の小金井保育園の２番目なんですけども、さくら組の担任が欠け

ていますという記載がありますが、事実かどうかというのと、採用状況との関連性があ

るかどうか。 

        次にＰ３０のくりのみの１番目ですが、送りやお迎え時の非常勤の保育士の方を通じ

て、日中の保育士の方と意思をとるのが難しいという件が散見されますが、園側として

どう認識しているのかというのと、採用状況との関連はあるのかというのを確認させて

欲しいです。 

○保育課長   お答えあります。 

○福野委員   さくら保育園の正規職員の人数がそろわないというところでは、さくら保育園では正

規職員と非常勤とか、正規職員と臨職というペアでは散歩に行かないことにしています。 

○萩原委員   では、この自由記述の中身は事実として、散歩の回数は減っているということですか。 

○福野委員   そうです。 

○小方委員   小金井、いいですか。小金井の小方です。 

        さくら組の担任、正規職員が休職中でして、その分を臨時職員が補充されていますの

で、欠けてはいません。 

○萩原委員   では、事実ではない……。 

○河野委員長  くりのみ。 

○前島委員   すみません。一つ目の、非常勤さんは二人でということは、ここ何年同じクラスにい

ないので、多分勘違いされていて、非常勤さんはずっと、途中で変わることは今までな

かったです。臨時職員さんは、加配についていただいている臨時職員さんが途中で退職

されることはあり、非常勤さんが２回変わられたということはありません。 

        もう一つの、パートさんとの連携はというところでは、パートさんの話し合いを持っ

たり時間内に学習会を持ったり、あと引き継ぎのところでノートでやりとりをしたりし

ているんです。夕方の方と朝の方が会えなかったりするので、その引き継ぎはしている

んですが、何度かちょっと勘違いだったり伝え方が、うまく保護者の方に伝えられなか

ったというケースがあるので、多分このケースを、連携ができていないという記述にな

っているのかなと思います。 

        職員が書いたノートで伝えて、で、パートさんにも伝えているんですけれども、ノー

トを読んで、職員は理解していただきたかったんですが、そのノートの内容を、伝えた
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パートさんがお母様にも伝えて、そこのノートとの食い違いがあったことがあったんで

すね。なので、それはパートさんの勘違いで伝えてしまったことがありました。 

        ちょっと具体的に言われても余りよく見えてないと思うので。そのパートさんが職員

から聞いたことを、勘違いしてしまって、お母様に伝えてしまって、そこが、お母様は、

職員とパートさんが、あれ違うことを言われしまったと思ったケースがありました。私

のほうには、そのケースの連携ができていないというのは１回ご指摘あったので、そこ

かなと思います。 

○萩原委員   くりのみ、萩原なんですが。 

        私も結構、お迎えのときには、幼児クラスになると、もうタンになっちゃうじゃない

ですか。あのマルタンになってしまって日中の様子がわからない中で、熱でお迎えに行

ったりして、あっ、ちょっと日中の様子がわからないんですって言われると、もう何か、

結構、割と夕方パートさんに聞いても仕方ないんだなと思っちゃっているところがあっ

たんですけど。 

○前島委員   ここは、本当は、夕方のパートさんから遅番のパートさんにつなげて、遅番のパート

さんから延長番のパートさんからが漏れるケースがありました。そこはパートさんがい

らっしゃる中で、きちんと引き継いだところは、紙に残して伝えていくというのはの徹

底し必ずするようにと考えています。特にお熱とか体調管理のところでは、けがとか、

例えばぶつかってこぶできちゃったとかそういうことの、なるべく担任が残ってお話は

するようにするんですけれども、担任が午後出張で行かなきゃいけない場合とか、そう

いう場合にはきちんと連絡をしています。あと、保健師とか私とかに伝えるようには心

がけていますが、そのパートさんから、遅番から延長番の、そこの引き継ぎが、なるべ

く正規に伝えて、正規から伝えるようにしています。呼んでもらっているんですが、そ

こはちょっと漏れたケースかなとは思うんですが。 

○萩原委員   はい、わかりました。 

○前島委員   くりのみは、散歩は例年どおり今行けている状況です。 

○河野委員長  アンケートについては、皆さん、よろしいでしょうか。 

        じゃあ、続きまして、⑷の当面の課題についてに入りたいと思います。 

        資料のほうが出ておりますので、資料１５３について説明をお願いします。 

○保育政策担当課長 保育政策担当課長です。 

それでは、資料１５３についてご説明をさせていただきます。 
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        本資料は、本年１２月１５日現在の臨時職員等の募集配置状況等をお示ししたもので

ございます。 

        これまでもご説明をしてまいりましたが、本来臨時職員の週当たりの雇用時間は、基

本的には週５日で７時間３０分の３７時間３０分になりますけれども、これに満たない

状況についてお示しをしてございます。 

        また、項番２では、臨時職員以外の欠員状況についてお示ししたものでございます。 

        今回、臨時職員以外の欠員は、非常勤嘱託職員のうち、１１時間保育等非常勤嘱託職

員、いわゆる特例パートのみ生じており、それ以外での欠員はございません。 

        なお、１月１５日現在の状況につきましては、恐れ入りますが、次回の協議会時に提

出させていただきたいと思います。 

        詳細は資料のとおりとなりますが、引き続き適正な職員の配置を、職員課と調整して

対応してまいりたいと考えております。 

        説明は以上でございます。 

○河野委員長  この資料につきまして、何かご質疑、ございませんでしょうか。 

○石倉委員   すいません。わかたけ、石倉です。 

        募集人数が増えていると思うんですが、結果は結果として、この間に、例えば応募が

あったんだけど、合わなかったのかとか、そういうのってのはわかりますか。つまり、

何もリアクションがなくて、１カ月ただ過ぎましたのか、市のほうにはあったんだけど、

ニーズというか、向こうの要件と合わなかったみたいなところは、ちょっと欲しいです。 

○保育政策担当課長 保育政策担当課長です。 

        まず、２番の非常勤について、ご説明をさせていただきます。 

        非常勤嘱託職員につきましては、基本、採用試験が原則となっておりますので、こち

らについては、１名分足りない部分について応募をかけております。その中で、採用試

験が、実際応募がございまして、１月１日のところでは一人、実は入っています。その

前段の１２月及び１１月の部分につきましては、採用に至った方はいらっしゃいました。

ただ、決まった、余り詳しくは言えないんですけれども、決まった後にご辞退をされた

というケースが生じているのは、事実ございます。 

        それから、臨時職員さんにつきましては、これは採用試験ではなく登録制でございま

すので、登録があって条件が合えば、随時、配置しているところではございますけれど

も、この間の中で、追加、新たな臨時職員の登録をされた方はいらっしゃらなかったと
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いうのが、現状でございます。 

○河野委員長  ほかに、ご質問ございますか。よろしいでしょうか。 

        それでは、⑷の当面の課題については終了して、⑸次回の日程の確認をしたいと思

います。 

        前回までは、３月１１日、土曜日、３時ごろからということで、お話をさせていただ

いていたかなと思いますが、皆さんご都合はいかがでいらっしゃいますか。よろしいで

すか。 

        それでは、決定させていただきます。 

        次回の日程につきましては、３月１１日、土曜日の午後３時半からと決定いたします。

場所につきましては、追って、またご通知を差し上げますのでよろしくお願いいたしま

す。 

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。皆さん、大変お疲れさまでした。あり

がとうございます。 

閉  会 

 

 


